
 
 

消 防 局 
訓 令 番 号 消防局訓令名 公布年月日 

消 防 局 
訓 令 第 １ 号 さいたま市警防活動組織規程の一部改正する訓令 令和７年３月３１日 

消 防 局 
訓 令 第 ２ 号 

さいたま市消防局車両管理規程の一部改正する訓

令 令和７年３月３１日 

消 防 局 
訓 令 第 ３ 号 

さいたま市救急業務等に関する規程の一部改正す

る訓令 令和７年３月３１日 

消 防 局 
訓 令 第 ４ 号 

さいたま市消防吏員被服等の給与及び貸与に関す

る規程の一部を改正する訓令 令和７年３月３１日 

消 防 局 
訓 令 第 ５ 号 

さいたま市消防吏員の服装に関する規程の一部を

改正する訓令 令和７年３月３１日 



さいたま市消防局訓令第１号 

さいたま市警防活動組織規程の一部を改正する訓令 

 さいたま市警防活動組織規程の一部を改正する訓令（平成１９年さいたま市消防本

部訓令第８号）の一部を次のように改正する。 

 次の表中下線又は太線の表示部分（以下、改正前の欄にあっては「改正部分」と、

改正後の欄にあっては「改正後部分」という。）については、次のとおりとする。 

 ⑴ 改正部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正部分を当 

  該改正後部分に改める。 

 ⑵ 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。 

 ⑶ 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。 

改正後 改正前 

 （警防本部の設置）  （警防本部の設置） 

第３条 ［略］ 第３条 ［略］ 

２ ［略］ ２ ［略］ 

３ 警防本部に警防本部長（以下「本部長」という。

 ）、警防本部副本部長（以下「副本部長」という。

 ）、統括班長、班長、班員及び災害対策現地情報

連絡員を置く。 

３ 警防本部に警防本部長（以下「本部長」という。

 ）、警防本部副本部長（以下「副本部長」という。

 ）、統括班長、班長及び班員を置く。 

４・５ ［略］ ４・５ ［略］ 

６ 統括班長は警防部次長、総務部次長（消防担当

）及び予防部次長を、班長は消防局の課長又は室

長をもって充て、副本部長の指揮のもと、別表第

１に掲げる任務を遂行するものとする。 

６ 統括班長は警防部次長、総務部次長及び予防部

次長を、班長は消防局の課長又は室長をもって充

て、副本部長の指揮のもと、別表第１に掲げる任

務を遂行するものとする。 

７ 災害対策現地情報連絡員は、総合調整幹及び総 

務部次長（行政担当）をもって充て、災害情報を 

収集し、警防本部との連絡調整を行うものとする。

 

  

（部隊の長及び任務） （部隊の長及び任務） 

第６条 ［略］ 第６条 ［略］ 

２～５ ［略］ ２～５ ［略］ 

６ 小隊長は、係長、専門幹、主査又は主任の職に

ある者の中から署長が指定する者をもって充て、中

隊長の命を受け自己の小隊を指揮し、速やかに隊員

に担当任務を指示して小隊担当面の災害活動に当た

るものとする。 

６ 小隊長は、係長、主査又は主任の職にある者の

中から署長が指定する者をもって充て、中隊長の

命を受け自己の小隊を指揮し、速やかに隊員に担

当任務を指示して小隊担当面の災害活動に当たる

ものとする。 

７ ［略］ ７ ［略］ 

  

別表第２（第５条関係） 別表第２（第５条関係） 

部隊の名称及び編成 部隊の名称及び編成 

署 

隊 
大隊 中隊 小隊 

小隊が運 

用する消 

防車両 

配置署 

所 

 ［略］ 

署 

隊 
大隊 中隊 小隊 

小隊が運 

用する消 

防車両 

配置署 

所 

 ［略］ 



 

 

浦

和

消

防

署

隊 

浦和

第１

大

隊・

浦和

第２

大隊 

 ［略］ 

木崎

中隊 

消防

隊 

タンク車 

 

 

［略

］ 

 ［略］ 

 ［略］ 

 ［略］ 
 

浦

和

消

防

署

隊 

浦和

第１

大

隊・

浦和

第２

大隊 

 ［略］ 

木崎

中隊 

消防

隊 

タンク車

又は 

化学車 

［略

］ 

 ［略］ 

 ［略］ 

 ［略］ 
 

  

 

 

   附 則 

 この訓令は、令和７年４月１日から施行する。 

 



 

 

さいたま市消防局訓令第２号 

   さいたま市消防局車両管理規程の一部を改正する訓令 

 さいたま市消防局車両管理規程（平成１４年さいたま市消防本部訓令第６号）の一

部を次のように改正する。 

 様式第３号（表）を次のように改める。 



様式第３号（第１５条関係）（表）        

車 両 事 故 報 告 書 

 

 

 

発 生 年 月 日 
   年  月  日 時  分頃 

曜 日   天 候  

発 生 場 所  

市 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

側 

所 属  電話番号 （内） 

職 ・ 氏 名  生年月日 年  月  日（  歳） 

住 所  

運 転 免 許 種  類  有 効 期 限  運 転 経 験  年 

車 両 登 録 番 号  
車

名 
 

車

種 
 乗 車 人 員 人 

保険･共済 
自賠責保険 

契 約 会 社 
 証書番号  

任意 

保険 

( 社 ) 全 国 市 有 物 

件 災 害 共 済 会 

損 害 程 度 
人
身 

傷
害 

・ 

死
亡 

全治 月 週 日 
通
院 

・ 

入
院 

物
損 

損害見積額 円 

そ の 他 

の 被 害 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

相 
 

 

手 
 

 
側 

住 所  電話番号  

ふ り が な 

氏 名 
 男 女 

職

業 
 

生年

月日 
       年 月 日( 歳） 

勤 務 先 会社名  電話番号  

車両所有者 

住 所  電話番号  

会社名  
ふ り が な 

氏  名  

運 転 免 許 種   類  有 効 期 限  運 転 経 験 年 

車 両 登 録 番 号  
車

名 
 

車

種 
 乗 車 人 員 人 

保険･共済 
自賠責保険 

契 約 会 社 
 証書番号  

任意 

保険 
有 

対
人 

・ 

対
物 

・ 

車
両 

 無 

損 害 程 度 
人
身 

傷
害 

・ 

死
亡 

全治 月 週 日 
通
院 

・ 

入
院 

物
損 

損害見積額 円 

そ の 他 の

損 害 
 

取 扱 警 察 署  担当警察官  電話番号  

年  月  日 

上記のとおり報告いたします。 

      

  消防局長  様 

              車両管理者（職・氏名）      ・         



 

 

 様式第３号（裏）を次のように改める。 



様式第３号（第１５条関係）（裏） 

事 

故 

の 

概 

要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事
故
後
の
処
置 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事 

故 

現 

場 
見 

取 

図 

 
    Ｎ  

                             
庁用車 

                             
庁用車 
以外の車 

                                 
進行方向 

                             
信号 

                             
一時停止 

                             
自転車 
オートバイ 

                             
道路幅員  ｍ 

                             

                             

                             

                             

                             

車
両
管
理
者
の
意
見 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

職・氏名                

 



 

 

附 則  

この訓令は、令和７年４月１日から施行する。 



 

 

さいたま市消防局訓令第３号 

   さいたま市救急業務等に関する規程の一部を改正する訓令 

 さいたま市救急業務等に関する規程（平成１３年さいたま市消防本部訓令第１７ 

号）の一部を次のように改正する。 

 次の表中下線又は太線の表示部分（以下、改正前の欄にあっては「改正部分」と、

改正後の欄にあっては「改正後部分」という。）については、次のとおりとする。 

 ⑴ 改正部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正部分を当 

  該改正後部分に改める。 

 ⑵ 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。 

 ⑶ 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。 

改正後 改正前 

 （管理責任）  （管理責任） 

第３条 消防長は、さいたま市全域の救急事情の実

態を把握して、これに対応する救急業務の執行態

勢の確立を図るとともに、警防部長及び消防署長 

 （以下「署長等」という。）以下を指揮監督して、

 救急業務の運営について万全を期するものとする。

２ 署長等は、この訓令の定めるところにより、所

属職員を指揮監督して、執行態勢の確立を図ると

ともに、救急業務の万全を期するものとする。 

第３条 消防長は、さいたま市全域の救急事情の実

態を把握して、これに対応する救急業務の執行態

勢の確立を図るとともに、消防署長（以下「署長

」という。）以下を指揮監督して、救急業務の運

営について万全を期するものとする。 

２ 署長は、この訓令の定めるところにより、所属

職員を指揮監督して、執行態勢の確立を図るとと

もに、救急業務の万全を期するものとする。 

  

 （関係機関等との連携）  （関係機関等との連携） 

第４条 消防長、署長等は、救急業務に関係ある機

関及び団体と密接な連携を図り、救急業務の効率

的な運営に努めるものとする。 

第４条 消防長及び署長は、救急業務に関係ある機

関及び団体と密接な連携を図り、救急業務の効率

的な運営に努めるものとする。 

  

 （編成）  （編成） 

第５条 救急業務を行うために、警防部、消防署及

び出張所に救急隊を編成する。 

第５条 救急業務を行うために、消防署及び出張所

に救急隊を編成する。 

２・３ ［略］ ２・３ ［略］ 

  

 （出場区域）  （出場区域） 

第７条 救急隊の出場区域は、市内全域とする。た

だし、消防長又は署長等が必要と認めたときは、

出場区域外へ出場させることができる。 

第７条 救急隊の出場区域は、市内全域とする。た

だし、消防長又署長が必要と認めたときは、出場

区域外へ出場させることができる。 

  

（救急資器材の管理等） （救急資器材の管理等） 

第１０条 ［略］ 第１０条 ［略］ 

２ 署長等は、配置されている救急資器材の効果的

な活用を図るとともに、適正な管理に努めるもの

とする。 

２ 署長は、配置されている救急資器材の効果的な

活用を図るとともに、適正な管理に努めるものと

する。 



 

 

３ 署長等は、次に掲げる基準により常に救急自動

車及び救急資器材の点検整備を行うものとする。 

３ 署長は、次に掲げる基準により常に救急自動車

及び救急資器材の点検整備を行うものとする。 

 ⑴～⑶ ［略］ 

 

 ⑴～⑶ ［略］ 

 

 （消毒の実施）  （消毒の実施） 

第１１条 ［略］ 

２ 署長等は、消毒実施要領により、適正に消毒を

実施し、記録するものとする。 

第１１条 ［略］ 

２ 署長は、消毒実施要領により、適正に消毒を実

施し、記録するものとする。 

  

 （技能管理）  （技能管理） 

第１２条 ［略］ 

２ 署長等は、救急隊員の技能の向上を図るために

必要な指導を行い、技能管理を行うものとする。 

３ 署長等は、救急活動における事後検証を連携し

て実施するとともに、必要な処置を講じるものと

する。 

第１２条 ［略］ 

２ 署長は、救急隊員の技能の向上を図るために必

要な指導を行い、技能管理を行うものとする。 

３ 警防部長及び署長は、救急活動における事後検

証を連携して実施するとともに、必要な処置を講

ずるものとする。 

  

（救急技術指導員） （救急技術指導員） 

第１５条 消防署長は、消防署に救急技術指導員を

置くものとする。 

第１５条 署長は、消防署に救急技術指導員を置く

ものとする。 

２・３ ［略］ 

 

２・３ ［略］ 

 

 （訓練計画及び実施）  （訓練計画及び実施） 

第１７条 署長等は、救急隊員の技能向上を図るた 

 め、訓練計画を定め、訓練を実施するものとする。

第１７条 署長は、救急隊員の技能向上を図るため、

 訓練計画を定め、訓練を実施するものとする。 

  

（訓練効果確認の実施） （訓練効果確認の実施） 

第１９条 消防長及び署長等は、必要に応じて訓練

効果の確認を行うことができる。 

第１９条 消防長及び署長は、必要に応じて訓練効

果の確認を行うことができる。 

  

 （要保護者の取扱い） （要保護者の取扱い） 

第３５条 署長等は、生活保護法（昭和２５年法律

第１４４号）に規定する被保護者又は要保護者と

認められる傷病者を搬送した場合は、同法第１９

条各項に規定する機関へ要保護傷病者送院通知書

（様式第１号）により通知するものとする。 

第３５条 署長は、生活保護法（昭和２５年法律第

１４４号）に規定する被保護者又は要保護者と認

められる傷病者を搬送した場合は、同法第１９条

各項に規定する機関へ要保護傷病者送院通知書（

様式第１号）により通知するものとする。 

  

 （安全管理の責務） （安全管理の責務） 

第３９条 ［略］ 

２ 署長等は、施設及び救急資器材の適正な管理並

びに安全に関する教育を実施し、安全保持に努め

るものとする。 

第３９条 ［略］ 

２ 署長は、施設及び救急資器材の適正な管理並び

に安全に関する教育を実施し、安全保持に努める

ものとする。 

  

 （感染防止対策）  （感染防止対策） 

第４１条 ［略］ 

２ 署長等は、救急業務の実施に際し、感染症法第

６条第１７項に規定する病原体等により汚染を受

け、感染のおそれが生じた場合には総務省消防庁

第４１条 ［略］ 

２ 署長は、救急業務の実施に際し、感染症法第６ 

 条第１７項に規定する病原体等により汚染を受け、

 感染のおそれが生じた場合には総務省消防庁が定



 

 

が定める救急隊の感染防止対策マニュアルに準じ

て、必要な措置を講じるものとする。 

める救急隊の感染防止対策マニュアルに準じて、

必要な措置を講じるものとする。 

  

 （救急廃棄物） （救急廃棄物） 

第４２条 ［略］ 

２ 署長等は、救急廃棄物処理要領により、救急廃

棄物の適正な管理に努めるものとする。 

第４２条 ［略］ 

２ 署長は、救急廃棄物処理要領により、救急廃棄

物の適正な管理に努めるものとする。 

  

（出場報告） （出場報告） 

第４９条 消防署長は、必要と認めるときは、所属

救急隊の毎日の出場を、速やかに、警防部長へ報

告するものとする。 

第４９条 署長は、必要と認めるときは、所属救急

隊の毎日の出場を、速やかに、警防部長へ報告す

るものとする。 

  

（救急月報告） （救急月報告） 

第５０条 消防署長は、必要と認めるときは、その

月の救急業務実施状況を、速やかに、警防部長へ

報告するものとする。 

第５０条 署長は、必要と認めるときは、その月の

救急業務実施状況を、速やかに、警防部長へ報告

するものとする。 

  

（特異な救急事故） （特異な救急事故） 

第５１条 消防署長は、特異な救急事故等が発生し

たときは、速やかに、警防部長へ報告するものと

する。 

第５１条 署長は、特異な救急事故等が発生したと 

 きは、速やかに、警防部長へ報告するものとする。

  

 （救急搬送証明書の交付） （救急搬送証明書の交付） 

第５２条 署長等は、救急隊が搬送した傷病者又は

その傷病者の委任を受けた者から搬送事実の証明

を求められた場合において、その内容が事実に相

違ないときは、速やかに、救急搬送証明書を発行

するものとする。 

第５２条 署長は、救急隊が搬送した傷病者又はそ

の傷病者の委任を受けた者から搬送事実の証明を

求められた場合において、その内容が事実に相違

ないときは、速やかに、救急搬送証明書を発行す

るものとする。 

  

   附 則 

 この訓令は、令和７年４月１日から施行する。 



 

 

さいたま市消防局訓令第４号 

   さいたま市消防吏員被服等の給与及び貸与に関する規程の一部を改正する訓令 

 さいたま市消防吏員被服等の給与及び貸与に関する規程（平成１３年さいたま市消

防本部訓令第７号）の一部を次のように改正する。 

次の表中下線又は太線の表示部分（以下、改正前の欄にあっては「改正部分」と、

改正後の欄にあっては「改正後部分」という。）については、次のとおりとする。 

⑴ 改正部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正部分を当

該改正後部分に改める。 

⑵ 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。 

⑶ 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。 

改正後 改正前 

（給与品の基準） 
第２条 規則第２条に規定する給与品は、別に定め

る基準により各自必要に応じて選択することがで

きる。ただし、使用期間を経過したものがあると

きは、優先的に当該品目を選択しなければならな

い。    

（給与品の基準） 
第２条 規則第２条に規定する給与品は、別表第１

及び別表第２に掲げる基準により各自必要に応じ

て選択することができる。ただし、使用期間を経

過したものがあるときは、優先的に当該品目を選

択しなければならない。 

２・３ ［略］ ２・３ ［略］ 

  

別表第１及び別表第２を削る。 

様式第３号を次のように改める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



様式第３号(第５条関係) 

給与品及び個人貸与品管理状況検査表 
年度 所属 階級 職員番号 氏名 

     

１ 給与品 

品 名 使用 
期間 現有数 今年度

申請数 品 名 使用 
期間 現有数 今年度

申請数 
冬帽 ５年     冬救急服 上衣 ３年     
夏帽 ５年     ズボン ３年     
冬服 上衣 ５年   

 
バンド ３年     

ズボン ５年     夏救急服 上衣(長袖) ３年     
スカート ５年     上衣(半袖) ３年     
ベスト ５年     ズボン ３年     
ネクタイ ３年     救急服襟 １年     
バンド ３年     救急肩章 ３年     

夏服 上衣(長袖) ３年     救助服 上衣 ３年     
上衣(半袖) ３年     ズボン ３年     
ズボン ３年     夏救助服 上衣 ３年     
スカート ３年     ズボン ３年     

防寒衣 ５年     保安帽 ５年     
白手袋 １年     シャツ 

  
長袖 １年   

短靴 ３年     半袖 １年     
パンプス ３年     防火フード ３年     
略帽 ３年     革手袋 １年     
活動服 上衣 ３年     作業用手袋 １年     

ズボン ３年     防火手袋 １年     
雨衣 ３年   名札  活動服 ３年    
編上靴 ３年     救急服 ３年     
防火長靴 ５年     救助服 ３年   
   音楽隊冬・夏服用短靴 ５年   
２ 個人貸与品 

品 名 貸与数 現有数 
装備品 階級章 ２  

き章 １  
消防隊員章 １  
救急救命士章 １  
上級予防技術資格

者章 １  

予防技術資格者章 １  
警笛 １  

備考 １ 非該当項目については斜線を引く。 

    ２ 給与品の現有数については、使用期間に関わらず使用可能なものの数とする。 



 

 

附 則 

 この訓令は、令和７年４月１日から施行する。 

 



さいたま市消防局訓令第５号 

   さいたま市消防吏員の服装に関する規程の一部を改正する訓令 

 さいたま市消防吏員の服装に関する規程（平成１３年さいたま市消防本部訓令第１

０号）の一部を次のように改正する。 

 次の表中下線又は太線の表示部分（以下、改正前の欄にあっては「改正部分」と、

改正後の欄にあっては「改正後部分」という。）については、次のとおりとする。 

 ⑴ 改正部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正部分を当

該改正後部分に改める。 

 ⑵ 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。 

 ⑶ 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。 

改正後 改正前 

別表（第２条関係） 

⑴ ［略］ 

別表（第２条関係） 

⑴ ［略］ 

 ⑵ 音楽隊の服装  ⑵ 音楽隊の服装 

品名 区分 摘要 

［略］ 

式典

服 

［略］ 

バンド 製式 

 

黒色の革製又は合成皮

革製とする。 

前金具の中央に消防章

を付ける。 

形状は、図のとおりと

する。 

冬服 ［略］ 

バンド 製式 

 

式典服と同様とする。

ただし、白色とする。 

 

［略］ 
 

品名 区分 摘要 

［略］ 

式典

服 

［略］ 

バンド 製式 

 

男性消防吏員の服制の

冬服と同様とする。た 

だし、色は黒色とする。

 

 

 

冬服 ［略］ 

バンド 製式 

 

男性消防吏員の服制の

冬服と同様とする。た

だし、白色とする。 

［略］ 
 

図（数字は、寸法を示し、その単位は、ミリメー

トルとする。） 

図（数字は、寸法を示し、その単位は、ミリメー

トルとする。） 

［略］ ［略］ 

音楽隊 

［略］ 

式典服（ズボン） 

製式 

 
 

音楽隊 

［略］ 

式典服（ズボン） 

製式 

           
 



 

 

式典服（バンド） 

製式 

［略］ 

 

 

 

 

 

 

 

［略］ 

  

   附 則 

この訓令は、令和７年４月１日から施行する。 


